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様式第２号 

入札条件及び指示事項（業務委託）令和５年９月１日適用 

 

第１ 入札条件 

 

１ 入札心得 

入札参加者は、「周南市建設工事等条件付一般競争入札心得」、「周南市建設工事等指名競争入札心得」

を熟知し、入札しなければならない。 

 

２ 制度要領及び申請様式 

  この入札に関連する制度要綱及び申請様式については、周南市財政部契約監理課ホームページに掲載する

ので、入札参加者は必要な書類を適宜ダウンロードして閲覧又は使用すること 。 

(1) 入札・契約に係る要綱等 

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/14/47462.html 

(2) 入札関係申請・提出様式 

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/14/35744.html 

(3) 契約関係・提出様式 

https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/14/1947.html 

 

３ 電子入札システムの利用 

(1) 利用方法等 

周南市電子入札システムを利用する者は、「周南市電子入札実施要領」に定める事項に留意するこ

と。 

また、周南市電子入札ポータルサイトのページを参照し、必要な準備等を行うこと。 

(2) 代表者等を変更した場合の取扱い 

電子入札システムを利用して行う入札の場合、代表者等（代表者又は受任者をいう。）の変更（死亡

した場合を含む。）後に、周南市競争入札参加資格者名簿（以下「名簿」という。）の変更手続き及び

ＩＣカードの名義変更を行わずにした入札は無効とするので、代表者等を変更した場合は次のとおり対

応すること。 

ア 新しいＩＣカードが届くまでの間は、紙入札での対応となるので、必ず発注者へ連絡すること。 

イ 直ちに建設業許可、入札参加資格に係る変更手続き及びＩＣカードの更新手続きを行うこと。 

ウ 新しいＩＣカードが届いた場合は、必ず新しいＩＣカードに更新して入札すること。 

(3) 複数の代表者等がいる場合の取扱い 

代表者等が２名以上いる場合で、ＩＣカードを複数所持している場合は、名簿に登録された代表者名

義のＩＣカードにより入札すること。名簿に登録されていない方の代表者等の名義のＩＣカードにより

行った入札は無効とする。 

 

４ 設計図書等の配付 
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  (1) 掲載場所及び日時 

入札に必要な設計図書等については、入札公告又は指名通知の日に、周南市入札情報公開システム

に掲載する。 

(2) 掲載の終了 

開札日の前日以降（休日等を除く。）に掲載を終了する。 

 

５ 入札に関する質問 

(1) 質問の方法及び受付期間 

入札参加者は、設計図書等について疑義があるときは、入札公告又は入札情報に掲げる期間に限り、

質問書を発注者へＦＡＸ送信により提出することができる。 

(2) 回答の方法 

入札公告又は入札情報に掲げる期間の初日の午前９時頃までに、周南市入札情報公開システムに掲載

する。 

(3) 掲載の終了 

開札日の前日以降（休日等を除く。）に掲載を終了する。 

 

６ 入札の執行 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額

（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契

約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額を入札書に記載すること。 
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第２ 指示事項 

 

１ 業務の実施 

受注者は、建築関係建設コンサルタント業務の実施に当たっては、「公共建築設計業務委託共通仕様書

（令和７年版）」とし、土木関係建設コンサルタント業務の実施に当たっては、公告日又は指名通知日にお

ける最新の「山口県業務委託共通仕様書」によること。 

山口県業務委託共通仕様書は、山口県技術管理課ホームページを参照のこと。 

 

２ 業務の仕様 

当該業務委託の条件、仕様及び特記事項は、業務委託条件書、設計書及び特記仕様書のとおりとする。 

 

３ 法令の遵守 

受注者は、委託業務の実施に当たっては、関係法規を遵守し、常に適切な管理を行うものとする。 

 

４ 産業廃棄物 

業務委託条件書、設計書、特記仕様書等で産業廃棄物の最終処分が指定されている場合は、産業廃棄物税

として処分量1トンあたり1,000円を見込むこと。また、処分方法の変更等により、課税対象とならなくなっ

た場合は、当該金額を減じた額で変更契約する。 

 

５ テクリスの登録 

土木関係建設コンサルタント業務委託の受注者は、請負代金額100万円以上の測量及び調査設計業務につ

いて、テクリス（測量調査設計業務実績情報システム）（（一財）日本建設情報総合センター（以下、

「JACIC」という。））に基づき、「通知書」を作成し、監督職員の確認を受けた後に、JACICへ登録すると

ともに、JACIC発行の「登録内容確認書」の写しを監督職員に提示すること。 

なお、提示の期限は、以下のとおりとする。 

(1) 受注時登録データの提出期限は、契約締結後、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内とする。 

(2) 完了時登録データの提出期限は、業務完了後、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内とする。 

(3) 業務履行中に、受注時登録デ－タのうち、委託期間、契約金額、管理技術者、照査技術者のいずれか

に変更があった場合は変更があった日から、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に変更データを提示

すること。 

 

６ PUBDISの登録 

建築関係建設コンサルタント業務委託の受注者は、請負代金額100万円以上の場合、業務完了後15日（た

だし、土曜日、日曜日、祝日等は除く。）以内に、公共建築設計者情報システム（PUBDIS）に「業務カル

テ」を登録する。なお、登録に先立ち、監督職員に確認を受けること。 

 

７ 暴力団等の排除 

(1) 暴力団等（暴力団、暴力団関係企業など不当介入を行うすべての者をいう。）から不当介入（不当要

求及び業務妨害をいう。）を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届け出るこ
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と。なお、報告を怠り、後で判明した場合は、不誠実な行為による指名停止を検討する。 

(2) 暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やか

に所轄の警察署に提出すること。 

(3) 発注者及び所轄警察署と協力し不当介入の排除対策を講じること。 

(4) 不当介入により委託期間の延長が生じると認められる場合は、約款の規定により発注者に委託期間延

長等の請求を行うこと。 

 

８ 労働環境改善（ウイークリースタンス）の実施 

  受発注者の労働環境の改善を図るため、受発注者協働により「ウイークリースタンス」を実施すること。

なお、実施内容及び実施方法については、周南市財政部契約監理課ホームページを参照のこと 。 



第４号様式

業務の名称： 鹿野総合体育館ほか６棟天井等耐震診断及び対策検討業務委託

実 施 場 所 ： 周南市内

特　記　仕　様　書

特 記 事 項

調査に当たっては、下記の条件等を要求する。

1.本業務履行に当たっては、契約主管課及び監督職員と十分に協議を行ったうえで進めること。

2.調査位置は、監督職員と協議のうえ決定すること。

3.現場調査の日程については、運営中の施設にあるため契約主管課及び監督職員と協議のうえ決定すること。

4.調査にあたって、関係者以外のものが調査場所に立ち入らない処置を講ずるとともに、安全に注意すること。

5.現地調査を行った際は、必ず記録及び記録写真を残すこと。

6.業務の履行にあたり疑義が生じた場合は、監督職員との協議を必ず行うこと。
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特記仕様書 

Ⅰ.業務概要 

１． 業務の名称 

鹿野総合体育館ほか６棟天井等耐震診断及び対策検討業務委託 

 

２． 業務の目的 

建築基準法等が改正されたことに伴い、脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある天井

（以下「特定天井」という。）に対しては、必要な落下防止対策を行うことが求められている。

本業務は、対象施設を今後とも同じ用途で活用していくにあたり、吊り天井、照明器具及びバ

スケットゴールなど（以下「非構造部材」という。）について、図面調査及び現地点検により耐

震性等を診断し、必要な落下防止対策案を１施設につき４案程度の検討を行うことを目的とす

る。 

 

 ３． 施設概要 

（１）大津島海の郷（旧大津島中学校）（周南市大字大津島217番地の１） 

主 要 用 途：集会場 

床 面 積：406.00㎡ 

階数・構造：地上１階建・鉄骨造 

建 築 年 度：昭和43年 

天 井 高 さ：7.6～8.15ｍ 

特定天井のある室名・面積：屋内運動場・約300㎡ 

※上記特定天井の面積は、図面計測による概算値である。本業務において、調査に基づ

き天井の面積を計算した上で算定すること。（以下の施設についても同様とする。） 

（２）四熊小学校（周南市大字四熊1547番地） 

主 要 用 途：体育館 

床 面 積：683.76㎡ 

階数・構造：地上１階建・鉄骨造 

建 築 年 度：昭和55年 

天 井 高 さ：8.5ｍ 

特定天井のある室名・面積：屋内運動場・約600㎡ 

（３）鹿野総合体育館（周南市大字鹿野上3028番地の１） 

主 要 用 途：集会場 

床 面 積：3,849.68㎡ 

階数・構造：地上２階建・鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

建 築 年 度：平成元年 

天 井 高 さ：12.85ｍ 

特定天井のある室名・面積：アリーナ・約1,700㎡ 

（４）新南陽ふれあいセンター（周南市福川南町２番１号） 

主 要 用 途：公会堂 

床 面 積：6,351.97㎡ 

階数・構造：地上３階建・鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

建 築 年 度：平成2年 

天 井 高 さ：12.5ｍ 

特定天井のある室名・面積：多目的ホール・約1,200㎡ 

（５）熊毛武道館（周南市大字安田1837番地の２） 

主 要 用 途：観覧場 

床 面 積：1,157.24㎡ 

階数・構造：地上２階建・鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 
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建 築 年 度：平成3年 

天 井 高 さ：8ｍ 

特定天井のある室名・面積：武道場・約600㎡ 

（６）総合スポーツセンター（周南市大字徳山10427番地） 

主 要 用 途：観覧場 

床 面 積：13,054.18㎡ 

階数・構造：地上２階建・鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

建 築 年 度：平成4年 

天 井 高 さ：9ｍ 

特定天井のある室名・面積：ホワイエ（ロビー）・約400㎡ 

（７）熊毛勤労者総合福祉センター（周南市大字中村10803番地２） 

主 要 用 途：集会場 

床 面 積：2,124.67㎡ 

階数・構造：地上２階建・鉄筋コンクリート造 

建 築 年 度：平成9年 

天 井 高 さ：8ｍ 

特定天井のある室名・面積：多目的ホール・約400㎡ 

 

４．耐震安全性の分類 

診断及び対策検討する上で、目標とする耐震安全性の分類は「官庁施設の総合耐震・対津波

計画基準」（平成 25年 3月 29 日付け国土交通省営計第 126 号）により、以下のとおりとする。 

（１）大津島海の郷（旧大津島中学校） 建築非構造体 Ａ類 

（２）四熊小学校           建築非構造体 Ａ類 

（３）鹿野総合体育館         建築非構造体 Ａ類 

（４）新南陽ふれあいセンター     建築非構造体 Ａ類 

（５）熊毛武道館           建築非構造体 Ａ類 

（６）総合スポーツセンター      建築非構造体 Ａ類 

（７）熊毛勤労者総合福祉センター   建築非構造体 Ａ類 

 

 

Ⅱ．業務仕様 

特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書（最新版）」（国土交

通大臣官房官庁営繕部監修）による。なお、管理技術者及び主任担当技術者については、受注

者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係がある者を配置しなければならない。 

 

１．管理技術者等の資格要件 

管理技術者等の資格要件は次による。 

（１） 業務の技術上の管理を行う管理技術者は、一級建築士の資格を有する者とする。 

（２） 主任担当技術者を配置するものとし、その資格要件は一級建築士とする。なお、主任

担当技術者と管理技術者は兼ねることはできない。 

（３） 特定天井の診断等は、日本耐震天井施行協同組合（以下、「JACCA」という。）天井耐

震診断士の資格を有する者とする。 

 

 

 ２．業務計画書 

業務計画書には、次の内容を記載する。 

（１）管理技術者の氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、同種又は類似

業務実績及び手持業務の状況 
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（２）主任担当技術者の担当分野、氏名、生年月日、所属・役職、保有資格、実務経験年数、

同種又は類似業務の実績及び手持業務の状況 

（３）担当技術者の分担業務分野、所属・役職、氏名、年齢、保有資格、実務経験年数、同

種又は類似業務の実績 

（４）協力事務所の名称、代表者名、所在地、分担業務分野、協力を受ける理由及び具体的

内容（協力者がある場合） 

 

３． 業務の内容及び範囲 

（１）非構造部材の調査・耐震診断（設備機器を含む） 

地震時における非構造部材の脱落、破損、変形により、人命に与える影響等の有無を

点検・調査し、その耐震診断結果に基づき各施設の緊急度の判定を行う。また、図面調

査及び現地点検により特定天井に該当する範囲を特定する。 

 

（２）建築基準法への適合調査 

特定天井については改修後に建築基準法施行令第 39条第 3項に適合するもの、又は特

定天井に該当しない構造となる計画を検討する。検討の際は特定天井以外の法適合（特

定天井以外の構造耐力関係規定及び集団規定は除く。）についても既存不適格等を整理す

ること。 

なお、建築基準関係規定への適合状況も調査すること。 

 

   （３）特定天井等の非構造部材改修方法等検討書作成 

特定天井（「Ⅰ.業務概要 ３.施設概要」に示す箇所以外に特定天井に該当する部分が

判明した場合はその箇所も含む。）における天井面構成部材等の改修方法を１施設につき

４案程度検討し、その改修方法における概算工事費（各工事ごとに内訳書を作成）、工事

スケジュール及び仮設計画の提案を行う。また、対象施設内において特定天井の要件に

該当しない部分であっても、点検・調査の結果、落下等により人命の危険がある箇所の

改修方法等も本検討書に含めること。  

なお、本検討書における非構造部材等の改修計画については、発注者及び施設管理者

と協議したうえで決定するものとし、以下の４案については必ず検討すること。 

・新設 

・補強 

・落下防止措置のみ（ネット等） 

・天井撤去のみ（再設置しない） 

 

 ４．適用基準等 

    業務を実施するに当たり適用すべき基準等は、次のとおりとする。特記なき場合は、国土

交通大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。（最新版） 

   （１）共通 

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準   

・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 

・官庁施設の総合耐震診断・改修基準 

・官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説 

・建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説 

・地震による落下物や転倒物から子どもたちを守るために～学校施設の 

非構造部材の耐震化ガイドブック～（文部科学省） 

・学校施設における天井等落下防止対策のための手引（文部科学省） 

 

   （２）積算 
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積算業務は、監督職員の承諾を受けた適用基準等によって行う。 

・公共建築工事積算基準 

・公共建築数量積算基準 

・公共建築数量設備積算基準 

・公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編、設備工事編） 

 

   （３）その他 

      ・その他監督職員が必要と認めるもの。 

 

５.調査・診断方法 

  

（１）特定天井の耐震診断については、次の aから eに基づく調査とする。 

 ａ 「公共建築工事標準仕様書（最新版）」との適合性 

天井下地の耐震性を診断する前に天井下地として標準的な仕様との適合性を診断。 

ｂ 「国土交通省平成 25 年告示第 771 号等」との適合性 

国土交通省平成 25 年告示第 771 号等（平成 25 年８月５日）との適合性を診断。 

ｃ 文部科学省「学校施設における天井等落下防止対策のための手引」との適合性 

学校施設における天井等落下防止対策のための手引（平成 25 年８月７日）との適 

合性を診断。 

ｄ 「JACCA 耐震天井仕様（国土交通省告示第 771 号対応）」との適合性 

JACCA が規定する国土交通省平成 25 年告示第 771 号等に適合する耐震天井の仕様 

に沿って、天井下地の耐震性を診断。 

ｅ 「国土交通省平成 26 年告示第 1073 号（定期調査告示）」との適合性 

建築基準法第 12 条（定期調査報告制度）に基づいて現在の天井材の腐食、緩み、 

外れ、欠損、たわみ等の状況を調査・判断。 

（２）耐震診断調査等は原則キャットウォークから行い、キャットウォークの無い施設 

については天井点検口から行う。その他調査に必要となるものは受注者が負担する。 

なお、新たに点検口の設置を要する施設・個所数については別紙による。 

（３）耐震診断調査等対象部位は、吊り元、吊りボルト、野縁受け、野縁、Ｔバー、ブレー

ス、クリアランス、開口部、天井材等で、各部材の接合の状況や変形・錆の有無等を確

認する。 

（４）新たに点検口を設置する位置は、天井材が有効に調査でき、かつ、天井材の劣化若し

くは損傷が最も早く進行すると想定される箇所の目視確認が可能な位置を検討し、監督

職員と協議を行う。また、別紙にて指定する調査個所数では有効な点検ができない場合

は、監督職員と協議する。 

（５）点検口の設置にあたっては、必要に応じて下地の開口補強を行う。 

（６）点検口設置の際、天井材の石綿についてはレベル 3と想定した処理とすること。 

 

 

６．受注者の負担範囲 

以下に掲げるものは、受注者の負担とし、（２）から（４）に要する経費は、特別経費に見

込んでいる。 

（１）調査に必要な工具、機材 

（２）調査を行うための足場等の仮設機材 

（３）調査を行うための点検口設置等の材料及び労務 

（４）調査後の原形復旧に要する材料及び労務、仮設機材 

（５）JACCA 天井耐震診断士が行う、特定天井の診断等 

（診断等費用、交通費、技術指導料、報告書製本代及び諸経費）の費用 
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  ７．打合せ及び記録 

    打合せは次の時期に行う。 

   （１）業務着手時 

   （２）監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき 

（３）その他 

打合せを行った場合は、速やかに打合せ記録簿を提出する。 

 

  ８．資料の貸与及び返却 

    ・各図面の有無については別紙による。 

    なお貸与及び返却の場所は建築課とし、作業が終わり次第返却すること。 

 

９．その他、業務の履行に係る条件等 

  指定部分の範囲及び履行期限は下記のとおりとする。 

・打合せ記録簿          随時 

・業務履行報告書         月毎 

・業務実施報告書         月毎 

・その他監督職員が必要と認めるもの。 

 

１０．成果物、提出部数等 

    成果物は次のとおりとする。 

成果物等 部数 製本形態等 

（１）非構造部材の調査（各施設ごと） 

・現地調査報告書（JACCA 様式） 

・改善提案書（JACCA 様式） 

・特定天井範囲図 

・その他監督職員が必要と求めるもの 

 

 

各２部 

 

 

 

・A4判 

・CD-R 等電子記録媒体 

PDF データ 

原データ 

（２）法適合調査（各施設ごと） 

 ・法チェック表 

 ・既存不適格一覧 

 

各２部 

  

同上 

（３）特定天井改修方法等検討（各施設ごと） 

・改修工法提案書（条件整理及び概算工事

費等を含む。） 

・仮設計画図 

・工程表 

・全施設の緊急度判定一覧表 

・その他監督職員が必要と認めるもの 

 

各２部 

 

 

・改修工法提案書、仮設計画図、

工程表：A3 判 

・全施設の緊急度判定一覧表：

A4 判 

・CD-R 等電子記録媒体 

PDF データ 

原データ 

（４）概要版 

※全施設における（１）～（３）の内

容をA3判2ページ程度にまとめたもの 

 

 

２部 

 

・A3判 

・CD-R 等電子記録媒体 

PDF データ 

原データ 
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（５）資料 

・各種技術資料 

・設計協議議事録 

・業務履行報告書及び業務実施 

報告書の写し 

 

一式 

一式 

一式 

 

・A4判 

・CD-R 等電子記録媒体 

PDF データ 

原データ 

 

１１．引渡し前における成果品の使用等 

（１）仕様書に規定がある場合又は監督職員が指示し、これに受注者が承諾した場合は履行

期途中においても、発注者は成果品の全部又は一部を使用することができる。 

（２）引渡し前における成果品の全部又は一部の使用を求める場合には、発注者は使用承諾

書を受注者に提出するものとする。 

 

  １２．業務完了後の協力等 

次について発注者の要請があった場合、受注者はこれに協力する。 

（１）質問回答書の作成 

（２）設計図書における疑義の解消 

 

１３.検査 

 （１）業務が完了した時は、業務完了通知書を提出するとともに、成果品を提出し、発注者

の検査を受けること。 

（２）業務完了期限前であっても、発注者があらかじめ成果品の提出期限を指定した場合に

は、その指定する期限までにその時点における成果品を提出し、検査を受けること。 

 

１４． 納品等 

（１） 成果物は、製本による設計図書と電子納品による。 

（２） 電子納品は、CD-R 又は DVD-R に件名を表示して、提出すること。内容は、製本によ

る設計図書の体裁を PDF 形式に整理・変換したもののほか、作成したデータを以下の形式

により格納すること。 

文書    ：Microsoft Word 形式又は Microsoft Excel 形式 

表，グラフ：Microsoft Excel 形式 

写真データ：JPEG 形式 

図面データ：JWW 形式及び PDF 形式 

 



対象施設一覧表 別紙

防火地域 用途地域 敷地面積 主要用途 建築面積 床面積 地上 地下 塔屋 構造 建築年度

1 大津島海の郷 周南市大字大津島217番地の１ 法22条 市街化調整区域 6555.00 集会場 406.00 406.00 1 0 0 S S43 点検口 3 要 3 － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ ○ －

2 四熊小学校 周南市大字四熊1547番地 法22条 市街化調整区域 5388.00 体育館 713.05 683.76 1 0 0 S S55 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 3 － － 有 ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

3 鹿野総合体育館 周南市大字鹿野上3028番地の１ － － 9094.00 集会場 3314.45 3849.68 2 0 0 RC一部S H1 点検口 3 要 3 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －

4 新南陽ふれあいセンター 周南市福川南町２番１号 法22条 準工業地域 10127.43 公会堂 4112.65 6351.97 3 0 1 RC一部S H2 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 3 － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

5 熊毛武道館 周南市大字安田1837番地の２ 指定なし 第一種住居地域 4695.54 観覧場 989.70 1157.24 2 0 1 RC一部S H3 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 3 － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

6 総合スポーツセンター 周南市大字徳山10427番地 法22条 第二種住居地域 44124.16 観覧場 10880.32 13054.18 2 0 0 RC一部S H4 点検口 3 要 3 － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

7 熊毛勤労者総合福祉センター 周南市大字中村10803番地２ 指定なし 準工業地域 5901.73 集会場 1476.64 2124.67 2 0 1 RC H9 ｷｬｯﾄｳｫｰｸ 3 － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － － －

調査方法
点検口設
置の要否

調査方法等鹿野総合体育館ほか６棟天井等耐震点検及び対策検討業務委託

施設
番号

施設名称 所在地
土地 建物

関連図書図面（○:貸与可、－:なし）

吊下式ﾊﾞｽ
ｹｯﾄｺﾞｰﾙの
有無

点検口設
置数

調査
個所数

配置 平面
耐震
診断
図書

仕上
表

天井
伏

矩計
屋根
伏

断面 構造
構造
計算
書

計画
通知
図書

完了
検査
図書


